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令和６年 第３回浅口市農業委員会議事録

令和６年３月１５日浅口市消防機庫２階会議室に、浅口市農業委員会を招集する。

招集委員は次のとおり

事務局

事務局長 田中 太志 書記 谷口 輝昭

会議に付した議案等

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議 事

議案第 ８号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第 ９号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第１０号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第１１号 農用地利用集積計画について

議案第１２号 浅口市農業委員会規程及び浅口市農業委員候補者評価委員会設置規程の一

部を改正する訓令について

日程第４ 報告事項

報告第 ４号 農地法第１８条の規定等による合意解約通知について

報告第 ５号 農地法施行規則該当転用届について

農業委員１２名 農地利用最適化推進委員１３名

議席番号 氏 名 出欠 担当区域 氏 名 出欠

１ 大 橋 繁 雄 出 金光１ 原 田 恒 明 欠

２ 渡 邊 清 志 出 金光２ 藤 丘 廣 志 出

３ 友 田 陽 勝 出 金光２ 安 田 文 彦 出

５ 古 川 秀 昭 出 金光３ 友 田 一 美 出

６ 佐 藤 和 博 出 金光３ 菰 口 清 司 出

７ 柚 木 栄 蔵 出 鴨方１ 吉 川 孝 之 出

８ 虫 明 祝 典 出 鴨方１ 杉 本 正 彦 出

９ 虫 明 伸 吾 出 鴨方２ 横 山 栄 治 出

１０ 山 下 康 朗 出 鴨方２ 西 山 富 雄 出

１１ 渡 邊 豊 出 鴨方３ 高 井 基 次 出

１２ 梶 原 めぐみ 出 鴨方３ 山 下 眞 治 欠

１３ 岡 田 直 樹 出 寄島１ 村 上 宏一郎 出

寄島２ 大 島 明 敏 出
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日程第５ その他

・ 次回の委員会（令和６年４月１５日（月））
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開会（午後１時２８分）

議 長 それでは、時間がちょっと早いようですが、会議を始めさせていただきます。

皆さん、ご苦労さまです。だんだん暖かくなってまいりましたが、また変な伝染病

じゃないですけど、コロナの終わった後にインフルエンザ、インフルエンザの後はは

しかが何か蔓延するんじゃないかということで、はしかはインフルエンザの４倍ぐら

いの感染力がある、４倍から５倍の感染力があるというので、またトコジラミじゃと

いう話も出てきたりしょうりますから、いろんなものが出てくるものだなと思ってお

ります。ぜひ気をつけていただきたいと思います。

それから、農業のほうもこれから忙しくなると思いますが、機械による事故、こう

いうことがないように。私の知り合いもずっと前ですけど、機械に乗っとって下へ転

落して３か月ぐらい入院したという人がおられますので、トラクターとか草刈り機等

で事故のないようにお願いしたいと思います。

それでは、これより令和６年第３回浅口市農業委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は１２名で定足数に達しております。また、推進委員は１１名

の参加であります。

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。

本日の議事録署名委員は、浅口市農業委員会会議規則第１２条第２項の規定によ

り、議長において３番友田委員、５番古川委員を指名いたします。

日程第２、会期の決定についてを議題とします。

会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、会期を本日１日とします。

日程第３、議事に移ります。

議案第８号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。

５１５番の件について、事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は２ページになりますのでお開きください。

議案第８号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和６年

３月１５日提出。

番号５１５－１、鴨方町小坂西、畑、３８６平米。同じく２ほかといたしまして、

田２筆、７０３平米、畑１筆、２１平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇

〇。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得に必要な許

可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、９番虫明委員、補足説明をお願いします。

委 員 虫明です。

地図は２ページ、３ページ、４ページとなります。この譲渡し人がどうもいとこと

いうか親戚関係になるんで、そういうあれでもう話はできとったみたいです。何も問

題がないと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。
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質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、５１６番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号５１６、寄島町、畑、２３平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人

は、〇〇〇〇。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得

に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、１２番梶原委員、補足説明をお願いします。

委 員 １２番梶原です。

地図は５ページ、６ページになります。譲渡し人のほうが耕作放棄地ではないんで

すけれども、現在作物を作っていない状態で、譲受人の畑がその隣にありまして、そ

の方が耕作するように話がまとまったそうです。問題はないかと思います。よろしく

お願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、５２１番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号５２１、金光町地頭下、田、６９６平米。譲受人は、〇〇〇〇。

譲渡し人は、〇〇〇〇。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人

は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたしま

す。

議 長 次に、２番渡邊委員、補足説明をお願いします。

委 員 ２番渡邊です。

地図は７ページ、８ページということになります。場所は〇〇〇〇の〇〇〇〇のち

ょうど反対側ということになります。今まで未耕作というか耕作してなくて、売り地

の看板を出しとったんですが、このたび譲受人が耕作するということで購入するもの

というふうに聞いてます。特に問題がないと思いますので、審議のほうよろしくお願

いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声
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議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、５２３番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号５２３－１、鴨方町六条院中、田、６９３平米。同じく２、鴨方

町六条院中、田、７９平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇〇。譲受けの

理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取得に必要な許可要件を満た

していると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、私から補足説明をします。

位置図は９、１０ページであります。５２３－１、２は〇〇〇〇近くで、〇〇〇〇

より北に約１００メートルのところに位置します。譲受人はこの地区の出身者で、５

２３－１、２の近くも耕作しております。問題ないと思われます。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。

ただいま説明をいたしました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、５２４番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号５２４、寄島町、畑、１５７平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し

人は、〇〇〇〇。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。譲受人は、取

得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、１２番梶原委員、補足説明をお願いします。

委 員 地図は１１ページ、１２ページになります。場所はこれを見てみて分からないと思

うんですけれども、〇〇〇〇の近くの農免道沿いになります。〇〇〇〇地区の北側に

あります。譲受人のほうがその譲受け地の南側手に家があり、その隣の畑もその譲受

人が耕作していらっしゃるようです。譲渡し人との関係は親戚に当たるそうなので問

題はないかと思われます。ご審議お願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。
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議案第９号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。

５２９番の件について、事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は３ページになりますのでお開きください。

議案第９号農地法第４条の規定による許可申請について。令和６年３月１５日提

出。

番号５２９、鴨方町六条院中、畑、４８１平米。申請人は、〇〇〇〇。転用目的は

一般住宅で、施設の概要は〇〇〇〇。農地区分は第２種ですが、目的を達成できるほ

かの土地はありません。一般基準上も問題はなく、許可要件を満たしていると考えら

れます。なお、転用後の地目は宅地です。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、１１番渡邊委員、補足説明をお願いします。

委 員 １１番渡邊です。

位置図は１３、１４ページになります。この案件の場所は国道２号線、〇〇〇〇ち

ょっと東に行ったら〇〇〇〇があって信号があります。そこから南へ１．５キロぐら

い南に行った西側にあります。これは息子さんが実家の近くに家を建てるということ

であります。土木委員、水利委員の承諾も得ております。問題ないと思われますの

で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

議案第１０号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。

５２２番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は４ページになりますのでお開きください。

議案第１０号農地法第５条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和６

年３月１５日提出。

番号５２２－１、鴨方町益坂、田、７２３平米。同じく２ほかといたしまして、田

１５筆、９，０８５平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇〇、ほかに１０

名となります。転用目的は工場で、施設の概要は〇〇〇〇。農地区分は第２種です

が、目的を達成できるほかの土地はございません。一般基準上も問題なく、許可要件

を満たしていると考えられます。なお、許可を適当と認めた場合、本案件は３，００

０平米を超える案件であるため、農地法の規定により、次回の岡山県農業会議常設審

議委員会へ許可適当の意見を付して諮問いたします。同委員会での確認を経て、許可

が適当と認められた場合に許可書を交付します。許可日は県による開発行為の許可日

と同日となります。また、転用後の地目は宅地となります。よろしくお願いいたしま

す。
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議 長 次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。

委 員 ７番柚木です。

地図は１５、１６になります。場所は〇〇〇〇になりますか。ちょうど南側の川沿

いから中の田んぼの中の道にかけての一角です。一応、これはもう３か月ぐらい前か

ら調整に入って、円満に全部解決して、水路の変更まで了解取ってますから問題ない

と思います。よろしく審議のほどお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、５２５番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号５２５－１、鴨方町六条院中、田、８９平米。同じく２、鴨方町

六条院中、田、１３１平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇〇転用目的は

一般住宅で、施設の概要は〇〇〇〇です。農地区分は第２種ですが、目的を達成でき

るほかの土地はありません。一般基準上も問題なく、許可要件を満たしていると考え

られます。なお、転用後の地目は宅地です。よろしくお願いいたします。

議 長 次に、私から補足説明をさせていただきます。

位置図は１７から１８ページであります。５２５－１、２は〇〇〇〇より南に約２

５０メートルのところに位置します。〇〇〇〇より東に行く道は広く拡張されており

まして、その宅地予定のすぐ横を通るような広さの道になっております。また、計画

している近くに奥さんの実家がありますので、この場所に決めたそうであります。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。

ただいま説明をいたしました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、５２８番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。番号５２８－１、鴨方町益坂、畑、４９６平米。同じく２、鴨方町益

坂、畑、３３４．１８平米。譲受人は、〇〇〇〇。譲渡し人は、〇〇〇〇。転用目的

は露天駐車場で、施設の概要は〇〇〇〇。農地区分は第２種ですが、目的を達成でき

るほかの土地はございません。一般基準上も問題なく、許可要件を満たしていると考

えられます。なお、転用後の地目は雑種地です。よろしくお願いいたします。
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議 長 次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。

委 員 ７番柚木です。

地図は１９、２０ページです。場所は〇〇〇〇の前から北側に農免道に出る途中で

す。ちょうど山陽道の手前ぐらい。この周りは工場ができています。駐車場という格

好で、了解取ってますから問題ないと思いますからよろしくお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

続きまして、５２０番の件について事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は６ページになりますのでお開きください。

議案第１０号農地法第５条の規定による許可申請について（賃貸借権設定）。令和

６年３月１５日提出。

番号５２０、鴨方町本庄、畑、８４５．１９平米。借受人は、〇〇〇〇。貸出人

は、〇〇〇〇、ほか１名。転用目的は露天駐車場で、施設の概要は〇〇〇〇。農地区

分は第２種ですが、目的を達成できるほかの土地はありません。一般基準上も問題な

く、許可要件を満たしていると考えられます。なお、転用後の地目は雑種地です。よ

ろしくお願いいたします。

議 長 次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。

委 員 ７番柚木です。

地図は２１、２２ページ、場所は県道、農免道の〇〇〇〇、〇〇〇〇を超えて点滅

信号があって、手前のちょっと南側の一角です。この周りぼやが毎年あるところで

す。雑草が生えとりますが、駐車場として使用するそうです。特に問題ないと思いま

すからよろしくお願いします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

議案第１１号農用地利用集積計画についてを議題とします。

事務局の説明を求めます。

なお、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員が当事者となっておる案件があります。農業委

員会法第３１条の規定による議事参与の制限により、両委員には当該案件の審議が終
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了するまで退席をお願いいたします。

（〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員 退場）

議 長 それでは、お願いします。

事務局 失礼します。議案書は７ページから９ページになります。

議案第１１号農用地利用集積計画につきまして、令和６年３月１５日提出。

それでは、説明いたします。

番号５０番から６５番の１６件につきまして、農業者年金の経営移譲年金特例対象

農地及び相続税等納税猶予対象特例農地ではございません。また、全て農業従事者も

確保されており、農業経営に必要な農機具も所有しております。利用権設定を受ける

者は９名と１法人、農地は２６筆です。更新が１５筆、新規が１１筆であり、いずれ

も農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。契約期間

は、３年未満が５筆、３年以上６年未満が１４筆、１０年以上が７筆の以上となりま

す。

次に、１０ページへ移ります。

１の（１）地目別設定面積につきましては、田１万５，４１９平方メートル、畑

７，０７０平方メートル、計２万３，４８９平方メートルです。

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、承認することに決定いたします。

両委員に入室をしてもらってください。

（〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員 入場）

議 長 両委員に報告いたします。

議案第１１号は承認されました。

議案第１２号浅口市農業委員会規程及び浅口市農業委員候補者評価委員会設置規程

の一部を改正する訓令についてを議題とします。

事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は別冊になりますのでお開きください。

議案第１２号浅口市農業委員会規程及び浅口市農業委員候補者評価委員会設置規程

の一部を改正する訓令について。令和６年３月１５日提出。

浅口市農業委員会規程及び浅口市農業委員候補者評価委員会設置規程の一部の改正

ということでございますけれども、さきの委員会でご報告いたしましたが、市役所の

組織改編、とりわけ両支所の役割を見直しというのがございまして、両支所にありま

す産業建設課を廃止するということになっております。そのため、農業委員会に関わ
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る部分での所要の改正を行うものでございます。

議案書の３ページ目、一番最後のページをご覧いただきたいのですけれども、こち

らのほうに新旧対照表ということでつけさせていただいております。一番これが分か

りやすいかなと思うのですけれども、まず農業委員会の規程についてでございますけ

れども、これまで両支所のほうに農業委員会の事務を行えるよう兼務になるんですけ

ど書記を配置しておったのですが、以後は両支所での事務は行わないということにな

りまして、不要になります規定を削除するというものでございます。それから、農業

委員候補者評価委員会の設置規程についてでございますけれども、農業委員の評価委

員として充てておりました職の一部がここで廃止する予定でございまして、委員の構

成を見直すということでございます。これまで両支所長は部長職ということで配置し

ておりましたが、４月以降は課長職で所長というのは引き続きおるというようなこと

でございます。こういうことについて所要の改正を行いたいというところでございま

す。

以上でございます。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑なしと認めます。

それでは、この件についてご異議ありませんか。

委 員 異議なし声

議 長 異議なしと認め、決定いたします。

日程第４、報告事項に移ります。

報告第４号農地法第１８条の規定等による合意解約通知についてを議題とします。

事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は１１ページになりますのでお開きください。

報告第４号農地法第１８条の規定等による合意解約通知について。令和６年３月１

５日提出。

番号５１７－１、金光町八重、田、３２０平米。同じく２、金光町占見新田、田、

９８２平米。借受人は、〇〇〇〇。貸出人は、〇〇〇〇。合意年月日は令和６年２月

１日、引渡し年月日は令和６年２月２９日です。

番号５１８、金光町占見新田、田、７５８平米。借受人は、〇〇〇〇。貸出人は、

〇〇〇〇。合意年月日は令和６年１月３０日、引渡し年月日は令和６年２月２９日で

す。

以上でございます。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑がないようですので、報告を受けたこととします。
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報告第５号農地法施行規則該当転用届についてを議題とします。

事務局の説明を求めます。

事務局 失礼します。議案書は１２ページになりますのでお開きください。

報告第５号農地法施行規則該当転用届について。令和６年３月１５日提出。

番号５１９、金光町地頭下、田、９７５平米のうち４８．７５平米。申請人は、〇

〇〇〇。施設の概要は、〇〇〇〇。農地区分は第２種です。

以上でございます。

議 長 ただいま説明がありました。

質疑はありませんか。

委 員 なし声

議 長 質疑がないですので、報告を受けたこととします。

日程第５、その他に移ります。

事務局から報告等がありましたらお願いいたします。

事務局 ①農地賃借料情報について

②令和６年度の最適化活動の目標設定について

③次回の農業委員会について

④活動記録簿の提出について

委 員 ①相続登記の広報について

②事務局の移転について

議 長 それでは、ないようですので、委員会を以上で閉会とします。

ご苦労さまでした。

閉会（午後２時１２分）
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上記顛末を記載した者は書記谷口輝昭であるが、その内容が相違ないことを証するためここ

に署名する。

令和６年３月１５日

浅口市農業委員会長 ㊞

同 委 員 ㊞

同 委 員 ㊞


